
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
導
入
に
関
す
る
一
考
察

田　

村　
　
　

秀

は　

じ　

め　

に

日
本
国
憲
法
の
改
正
論
議
が
高
ま
る
中
、
第
八
章
地
方
自
治
に
関
し
て
も
見
直
し
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
全
国
知
事
会
の
「
憲

法
と
地
方
自
治
研
究
会
報
告
書
」
で
は
、
い
わ
ゆ
る
合
区
問
題
を
踏
ま
え
て
参
議
院
を
地
域
代
表
性
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
る
こ

と
な
ど
を
提
唱
し
、
ま
た
、
政
党
の
中
に
は
道
州
制
を
憲
法
で
明
確
に
位
置
付
け
る
べ
き
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
一
方

で
、
憲
法
第
九
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
公
選
首
長
制
の
見
直
し
に
関
し
て
な
ど
は
必
ず
し
も
大
き
な
論
点
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

地
方
公
共
団
体
が
地
域
経
営
を
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
自
主
的
・
主
体
的
に
行
う
こ
と
を
大
き
な
主
眼
の
一
つ
と
し
て
い
る
地
方

分
権
は
、
一
定
程
度
成
果
を
挙
げ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
執
行
機
関
と
議
事
機
関
の
形
に
つ
い
て
は
小
規
模
の
町
村
に
お
け
る
町
村

総
会
以
外
は
地
方
公
共
団
体
に
は
選
択
権
は
な
く
、
画
一
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
二
元
代
表
制
以
外
の
多
様
な
制
度
の
導
入
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
導
入
さ
れ
て
い
る
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制

シティ・マネージャー制度導入に関する一考察
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度
に
つ
い
て
は
第
一
七
次
地
方
制
度
調
査
会
な
ど
で
議
論
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
特
区
に
よ
る
導
入
を
求
め
る
声
も
上
が
っ
て
い
た
が
、

憲
法
上
の
制
約
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
実
現
し
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
今
後
の
憲
法
改
正
論
議
も
射
程
に
い
れ
つ
つ
、
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
の
導
入
と
い
う
自
治
組
織
権
の
弾
力

化
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
類
似
の
制
度
で
あ
る
チ
ー
フ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
も
参
考
に
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
及
び
実

践
例
を
踏
ま
え
、
主
と
し
て
小
規
模
団
体
を
念
頭
に
制
度
設
計
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
諸
課
題
等
を

論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

一　

米
英
の
状
況

㈠　

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
に
つ
い
て

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
、
一
言
で
い
う
な
ら
ば
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
行
政
の
専
門
家
で
あ
り
、
行

政
府
の
実
質
的
な
長
と
し
て
、
職
員
を
任
免
し
、
議
会
の
政
策
を
遂
行
す
る
責
任
を
負
う
者
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世

紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
の
い
わ
ゆ
る
「
市
政
の
腐
敗
時
代
」
に
お
い
て
、
政
党
組
織
が
支
配
し
て
い
る
市
議
会
の
機
能
に
関
し
て
、
市

民
の
議
会
不
信
が
非
常
に
強
く
、
こ
れ
に
対
す
る
反
動
か
ら
ま
ず
は
ス
ト
ロ
ン
グ
メ
イ
ヤ
ー
制
（
強
市
長
制
）
が
提
唱
さ
れ
、
つ
い

で
委
員
会
制
（
理
事
会
制
）
が
提
唱
さ
れ
て
い
く
中
で
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
。

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
を
最
初
に
導
入
し
た
の
は
一
九
〇
八
年
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
ス
ト
ー
ン
ト
ン
市
で
あ
る
と
一
般
に

は
言
わ
れ
て
い
る
。
同
市
は
、
市
政
改
革
運
動
を
進
め
、
条
例
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
専
門
的
な
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
広
範
な
権
限

（
１
）

376



と
責
任
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
を
初
め
て
採
用
し
た
。
そ
の
四
年
後
に
は
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ

州
の
サ
ム
タ
ー
市
が
、
議
会
─
支
配
人
型
政
府
の
基
本
原
理
を
定
め
た
初
の
ホ
ー
ム
ル
ー
ル
チ
ャ
ー
タ
ー
（
自
治
憲
章
）
を
採
択
し

て
い
る
。
ま
た
サ
ム
タ
ー
市
は
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
全
国
初
の
広
告
を
出
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
舗
装
、

街
灯
、
上
水
道
な
ど
の
公
共
事
業
を
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
持
ち
、
で
き
れ
ば
技
術
者
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
し

て
い
た
。

実
際
、
創
成
期
の
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
大
半
は
技
術
者
出
身
で
あ
り
、
一
九
三
四
年
の
調
査
で
は
学
士
を
持
っ
て
い
る
シ

テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
七
七
％
が
工
学
士
で
あ
っ
た
。
一
九
一
四
年
に
は
大
都
市
と
し
て
は
初
め
て
オ
ハ
イ
オ
州
デ
ィ
ト
ン

市
が
採
用
し
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
レ
ベ
ル
で
も
拡
が
っ
た
。
そ
の
後
も
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
は
全
米
各
地

に
広
が
り
、
現
在
で
は
ア
メ
リ
カ
の
地
方
公
共
団
体
の
約
半
数
が
こ
の
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
を
導
入
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
大
部
分
は
公
選
首
長
制
で
は
な
く
、
市
議
会
議
員
の
数
も
五

人
か
ら
七
人
程
度
と
小
規
模
の
ケ
ー
ス
が
多
い
。
こ
の
場
合
、
首
長
に
つ
い
て
は
、
議
員
の
中
か
ら
毎
年
一
人
が
交
代
で
指
名
さ
れ

議
員
の
職
を
兼
職
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
主
と
し
て
市
を
代
表
す
る
儀
礼
的
な
役
割
を
果
た
す
に
過
ぎ
な
い
。

市
議
会
の
権
能
は
条
例
の
制
定
、
予
算
の
議
決
等
の
立
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
と
、
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
任
免
を
行
う
こ

と
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
条
例
案
・
予
算
案
を
作
成
し
市
議
会
に
提
案
す
る
こ
と
、
行
政
各
部

の
部
長
以
下
す
べ
て
の
職
員
の
任
免
を
行
う
こ
と
、
そ
の
他
一
切
の
執
政
権
は
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
属
し
、
市
議
会
は
そ
の

権
能
に
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
任
命
権
者
で
あ
る
市
議
会
に
対
し
て
全

面
的
な
責
任
を
負
い
、
市
議
会
の
決
定
に
対
し
て
拒
否
権
は
持
っ
て
い
な
い
。
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具
体
的
に
は
各
市
の
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
自
治
憲
章
に
定
め
ら
れ
て
い
る
任
務
を
見
る
と
、
概
ね
以
下
の
よ
う
な

も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

・
条
例
案
を
制
定
し
、
法
律
や
命
令
ど
お
り
に
行
政
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
す
る
こ
と
。

・ 

す
べ
て
の
行
政
部
門
を
統
制
し
、
規
則
に
し
た
が
っ
て
各
部
の
長
お
よ
び
市
の
下
級
職
員
を
任
命
し
、
監
視
し
、
ま
た
解
任
す
る

こ
と
。

・
市
の
諸
問
題
に
関
し
、
自
ら
が
望
ま
し
い
と
思
う
よ
う
な
勧
告
を
市
議
会
に
対
し
て
行
う
こ
と
。

・
市
の
財
政
状
態
及
び
将
来
の
状
況
に
つ
い
て
、
市
議
会
に
助
言
す
る
こ
と
。

・
予
算
案
を
作
成
し
、
市
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
。

・
市
議
会
の
要
求
す
る
報
告
を
準
備
し
、
提
出
す
る
こ
と
。

・
市
政
の
運
営
に
関
し
て
、
市
議
会
へ
の
報
告
を
通
じ
て
一
般
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
等
で
は
数
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
等
の
職
能
団
体
で
あ
るICM

A

の
報
告
書
に
よ
る
三
類
型
を
紹
介
す
る
。

①　

キ
ャ
リ
ア
リ
ス
ト
（Careerist

）

職
業
行
政
官
と
も
称
す
べ
き
者
達
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
属
す
る
者
は
地
方
公
共
団
体
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
生
涯
の
職
業
と
考
え

て
い
る
。
通
常
は
小
規
模
な
地
方
公
共
団
体
で
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
や
、
中
規
模
以
上
の
地
方
公
共
団
体
で
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
ア
シ

ス
タ
ン
ト
な
ど
を
経
て
現
在
の
職
に
つ
い
て
い
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
者
はICM

A

の
活
動
で
も
三
つ
の
タ
イ
プ
の
中
で
も
っ
と
も

活
発
で
あ
る
。
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②　

マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
専
門
家
（A

dm
inistrative Specialist

）

ビ
ジ
ネ
ス
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
も
詳
し
い
者
達
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
属
す
る
者
は
、
前
者
と
は
異
な
り
地
方
公
共
団
体
間
の
み

な
ら
ず
、
企
業
な
ど
行
政
以
外
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
仕
事
の
経
験
も
多
い
。

③　

地
元
出
身
者
（Local A

pointee

）

地
元
に
深
い
ゆ
か
り
を
持
つ
者
で
あ
り
、
専
門
的
な
分
野
を
必
ず
し
も
有
せ
ず
、
三
つ
の
タ
イ
プ
の
中
で
は
教
育
水
準
も
一
番
低

く
、
職
業
や
地
方
公
共
団
体
を
変
え
る
こ
と
も
あ
ま
り
多
く
な
い
。

こ
れ
ら
三
タ
イ
プ
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
約
三
分
の
二
が
地
元
出
身
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
が
、
七
〇
年
代
に
入
る

と
二
〇
％
に
減
少
し
、
約
半
数
が
キ
ャ
リ
ア
リ
ス
ト
で
占
め
ら
れ
、
残
り
の
三
割
が
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
専
門
家
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
た
。

通
常
、
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
募
集
す
る
場
合
に
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
はICM

A

に
連
絡
し
、
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
に

求
人
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
三
年
の
六
月
二
日
号
に
は
一
六
団
体
で
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
公
募
を
行
っ
て
い
た
。

サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
市
で
は
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
求
人
広
告
を
同
年
の
六
月
一
六
日
号
に
掲
載
し
て
お

り
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

・
給
与
：
資
格
や
経
験
に
よ
る
。
前
任
者
は
一
四
万
ド
ル
。

・
過
去
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
数
：
八
〇
年
か
ら
四
人
。

・
地
方
公
共
団
体
の
概
要
：
人
口
一
二
五
、〇
〇
〇
人
、
年
間
予
算
額
一
億
七
七
八
〇
万
ド
ル
、
一
、九
五
六
人
の
常
勤
職
員
。

・ 

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
必
要
な
も
の
：
公
共
サ
ー
ビ
ス
や
戦
略
的
計
画
に
対
す
る
関
わ
り
合
い
の
強
さ
と
多
様
な
人
材
を
使
い
こ

シティ・マネージャー制度導入に関する一考察
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な
す
能
力
が
必
要
で
あ
り
、
過
去
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
業
績
を
収
め
た
と
い
う
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
行
政
に
関
連

す
る
分
野
の
学
位
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
少
な
く
と
も
地
方
公
共
団
体
の
行
政
運
営
に
一
〇
年
以
上
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
高
く
、
財
政
運
営
や
予
算
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
関
係
の
経
歴
が
あ
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
行
政
学
の
大
学
院
が
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
養
成
の
た
め
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル･

ス

ク
ー
ル
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、求
人
、求
職
側
の
双
方
に
と
り
、大
学
院
の
行
政
学
コ
ー
ス
の
教
授
陣
や
同
窓
会
が
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
情
報
交
換
の
場
と
し
て
比
重
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ア
メ
リ
カ
で
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
志
す
の

で
あ
れ
ば
、
修
士
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
多
く
は
行
政
学
の
学
位
を
取
得
し
て
い
て
、
小
規
模
な
地
方
公
共
団
体
の
場
合
、
二
〇
代
か
ら
三
〇

代
の
者
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
経
て
、
人
口
規
模
の
多
い
地
方
公
共
団
体
の
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
や
部
長
職
に

公
募
を
経
て
就
く
と
い
う
の
が
一
般
的
な
モ
デ
ル
で
あ
る
。

㈡　

チ
ー
フ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
制
度
に
つ
い
て

イ
ギ
リ
ス
の
地
方
公
共
団
体
は
、
公
選
首
長
制
を
導
入
し
た
一
部
の
団
体
を
除
き
、
住
民
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
議
員
で
構

成
さ
れ
る
議
会
が
議
決
機
関
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
執
行
機
関
と
し
て
の
機
能
も
併
せ
持
っ
て
い
る
。
議
会
で
は
、
本
会
議
で
団
体

の
意
志
決
定
が
な
さ
れ
る
が
、
実
質
的
な
審
議
は
委
員
会
に
任
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
団
体
で
メ
ー
ヤ
ー
の
職
が
あ
る
が
、
そ
の
役

割
は
儀
礼
的
な
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
議
会
の
実
質
的
な
権
限
を
握
っ
て
い
る
の
は
最
大
会
派
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。

議
会
に
は
幾
つ
か
の
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
も
の
が
、
予
算
や
人
事
、
政
策
調
整
な
ど
を
司
る
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政
策
委
員
会
（
あ
る
い
は
政
策
資
源
委
員
会
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
最
大
会
派
の
リ
ー
ダ
ー
が
委
員
長
に
就
き
、
他
委
員
会

の
委
員
長
が
委
員
に
就
任
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
委
員
会
の
中
に
は
、
社
会
福
祉
委
員
会
や
警
察
委
員
会
の
よ
う
に
法
律
で
そ
の
設

置
が
義
務
付
け
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
委
員
会
の
数
は
各
団
体
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

チ
ー
フ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
の
前
身
で
あ
る
タ
ウ
ン
ク
ラ
ー
ク
の
歴
史
は
一
三
世
紀
に
遡
る
。
そ
の
役
割
と
し
て
は
市
長
や
当
該
地

方
公
共
団
体
に
仕
え
る
こ
と
の
ほ
か
、
各
種
記
録
の
保
管
や
法
律
関
係
の
様
々
な
仕
事
を
こ
な
す
こ
と
、
さ
ら
に
は
国
王
か
ら
申
達

さ
れ
て
き
た
文
書
を
説
明
す
る
こ
と
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
仕
事
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
タ
ウ
ン
ク
ラ
ー
ク
は
法

律
に
関
す
る
知
識
が
豊
富
で
な
い
と
務
ま
ら
な
い
た
め
、
そ
の
多
く
は
法
律
家
と
し
て
の
経
歴
を
持
っ
て
い
た
。

タ
ウ
ン
ク
ラ
ー
ク
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
二
〇
世
紀
に
入
り
、
全
面
的
な
見
直
し
が
図
ら
れ
た
。
地
方
公
共
団
体
の
役
割
が
多

岐
に
わ
た
り
、
全
体
の
事
務
を
統
括
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
一
九
六
七
年
に
は
ア
メ
リ
カ
の
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
制
度
の
導
入
も
検
討
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
チ
ー
フ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
と
し
て
地
方
公
共
団
体
の
政
策
や
そ
の
実
行
に
関

す
る
議
会
の
委
員
会
に
対
す
る
秘
書
役
を
務
め
、
各
部
の
部
長
を
束
ね
、
全
体
の
管
理
や
調
整
を
統
括
す
る
役
目
を
担
う
べ
き
と
し

た
も
の
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
。
法
律
上
は
一
九
八
九
年
地
方
自
治
・
住
宅
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
ヘ
ッ
ド
オ
ブ
ペ
イ
ド
サ
ー
ビ

ス
（H

ead of Paid Service

）
と
さ
れ
て
い
る
。

地
方
公
共
団
体
の
事
務
部
局
は
、
概
ね
議
会
の
委
員
会
の
構
成
に
併
せ
て
部
局
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
局
長
を
束

ね
る
立
場
に
い
る
の
が
チ
ー
フ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
で
あ
る
。
チ
ー
フ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
あ
る
い
は
そ
の
前
身
の
タ
ウ
ン
ク
ラ
ー
ク
の

役
割
は
我
が
国
の
議
会
事
務
局
長
と
副
市
長
の
職
を
兼
ね
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
な
さ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
地
方
公
務
員
の
採
用
に
つ
い
て
は
書
類
と
面
接
で
選
考
を
行
う
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
チ
ー
フ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
に
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つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
議
会
の
実
質
的
な
代
表
者
で
あ
る
リ
ー
ダ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
面
接
が
行
わ
れ
採
用
者
が
決
定
さ
れ
る
。
ま

た
、
地
方
自
治
を
専
門
と
す
る
学
者
が
面
接
に
立
ち
会
う
場
合
も
少
な
く
な
い
。
チ
ー
フ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
な
ど
の
幹
部
職
員
を
募

集
す
る
場
合
に
は
、
全
国
紙
や
業
界
紙
な
ど
で
求
人
広
告
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
点
は
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
同
様
で
あ
る
。

以
前
は
圧
倒
的
に
法
律
を
専
門
と
す
る
者
が
多
く
就
任
し
て
い
た
が
、
近
年
で
は
会
計
や
経
営
、
計
画
な
ど
様
々
な
分
野
を
専
門

と
す
る
者
が
チ
ー
フ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
の
職
に
就
く
傾
向
に
あ
る
。

二　

我
が
国
へ
の
示
唆

㈠　

こ
れ
ま
で
の
議
論

こ
れ
ま
で
も
二
元
代
表
制
以
外
の
多
様
な
制
度
の
導
入
に
向
け
て
、
国
レ
ベ
ル
で
も
議
論
は
行
わ
れ
て
い
る
。
第
一
七
次
地
方
制

度
調
査
会
の
七
九
年
の
「
新
し
い
社
会
経
済
情
勢
に
即
応
し
た
今
後
の
地
方
行
財
政
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
」
で
は
、
地

方
公
共
団
体
の
組
織
、
運
営
の
改
善
に
関
す
る
提
言
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
組
織
運
営
の
合
理
化
の
う
ち
、
市
町
村
の
組

織
形
態
の
検
討
に
つ
い
て
は
、「
我
が
国
の
市
町
村
は
、
大
都
市
か
ら
小
村
に
至
る
ま
で
そ
の
態
様
は
様
々
で
あ
り
、
地
域
的
な
発

展
も
大
き
く
異
に
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
長
期
的
な
観
点
に
立
っ
て
我
が
国
の
地
方
自
治
を
推
進
す
る
見
地
か
ら
、
市
町
村

の
組
織
に
つ
い
て
は
、
今
後
市
町
村
が
地
域
の
実
情
に
即
し
て
適
切
と
判
断
す
る
組
織
形
態
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
可

能
な
組
織
形
態
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
八
九
年
に
出
さ
れ
た
第
二
二
次
地
方
制
度
調
査
会
の
「
小
規
模
町
村
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
」
で
は
、
小
規
模
町
村

（
2
）
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の
行
政
運
営
の
体
制
の
う
ち
、
組
織
形
態
の
簡
素
効
率
化
と
補
完
・
代
行
に
関
し
て
、
町
村
総
会
の
活
用
、
行
政
委
員
会
等
の
見
直

し
と
並
ん
で
、「
い
わ
ゆ
る
議
会
─
支
配
人
制
の
導
入
等
の
基
本
的
な
組
織
形
態
の
あ
り
方
、事
務
配
分
の
特
例
に
つ
い
て
も
、今
後
、

検
討
す
る
。」
と
さ
れ
た
。
い
わ
ば
、
検
討
課
題
で
は
あ
る
も
の
の
議
論
に
つ
い
て
は
先
送
り
さ
れ
た
感
も
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
三

年
に
入
っ
て
埼
玉
県
志
木
市
が
当
時
の
穂
坂
市
長
の
発
案
に
よ
り
、
特
例
に
よ
っ
て
首
長
を
廃
止
し
て
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制

度
を
導
入
す
る
「
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
特
区
構
想
」
を
提
案
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
レ
ベ
ル
で
も
再
び
注
目
を
集
め
た
。
二

〇
〇
四
年
五
月
に
は
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
が
「
地
方
公
共
団
体
の
行
財
政
改
革
の
推
進
等
行
政
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
意
見

書
」
を
提
出
し
、
そ
の
中
で
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
等
の
導
入
の
検
討
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
動
き
を
踏
ま
え
、
第
二
八
次
地
方
制
度
調
査
会
で
は
、
同
年
一
〇
月
一
四
日
に
開
催
さ
れ
た
第
九
回
専
門
小
員
会
に
お

い
て
、
二
元
代
表
制
以
外
の
多
様
な
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
の
創
設
に
関
し
て
も
論
点
と
し
て
示
さ

れ
た
が
、
あ
く
ま
で
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
、
可
能
な
組
織
形
態
と
い
う
前
提
に
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
調
査
会
の
答
申
で
も
副
市

町
村
長
制
度
の
創
設
な
ど
は
提
起
さ
れ
た
も
の
の
、
憲
法
改
正
を
前
提
と
す
る
提
言
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

㈡　

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
構
築
に
向
け
た
制
度
設
計

本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
が
到
来
す
る
中
で
地
方
議
員
と
な
る
人
材
が
枯
渇
し
、
町
村
総
会
の
導
入
を
本
気
で
検
討
せ
ざ
る
を
得

な
い
よ
う
な
事
態
も
生
じ
て
い
る
。
高
知
県
大
川
村
で
は
二
〇
一
七
年
六
月
に
人
口
減
少
に
よ
る
議
員
の
な
り
手
不
足
を
背
景
に
、

村
長
が
町
村
総
会
の
設
置
の
検
討
を
行
う
と
表
明
し
た
。
人
口
約
四
〇
〇
人
と
離
島
を
除
け
ば
最
も
人
口
の
少
な
い
村
で
あ
り
、
六

人
の
議
員
の
確
保
が
困
難
に
な
る
と
の
判
断
の
基
に
検
討
が
進
め
ら
れ
た
が
、
同
年
八
月
に
議
会
運
営
委
員
会
は
今
後
も
議
会
は
維

持
で
き
る
と
し
て
、
総
会
の
検
討
を
先
送
り
す
る
答
申
を
行
っ
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
人
口
減
少
が
本
格
化
し
、
全
国
の
半
数
近
く
の
地
方
公
共
団
体
が
い
わ
ゆ
る
消
滅
可
能
性
都
市
に
な
る
と
の
指

摘
も
行
わ
れ
る
中
で
、
地
方
議
員
の
み
な
ら
ず
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
さ
ら
に
は
首
長
の
な
り
手
が
確
保
で
き
な
く
な
る
団
体
が

生
じ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

国
、
地
方
を
通
じ
た
地
方
創
生
の
取
組
が
活
発
化
す
る
中
で
、
内
閣
府
は
地
方
創
生
人
材
支
援
制
度
を
創
設
し
た
。
こ
の
制
度
は
、

地
方
創
生
に
積
極
的
に
取
り
組
む
市
町
村
に
対
し
、
意
欲
と
能
力
の
あ
る
国
家
公
務
員
・
大
学
研
究
者
・
民
間
人
材
を
市
町
村
長
の

補
佐
役
と
し
て
派
遣
し
、
地
域
に
応
じ
た
処
方
箋
づ
く
り
を
支
援
す
る
も
の
で
、
日
本
版
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
と
も
称
さ

れ
た
取
組
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
度
か
ら
の
三
か
年
で
延
べ
一
七
七
人
が
派
遣
さ
れ
、
一
定
程
度
の
成
果
は
得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

筆
者
も
、
二
〇
一
五
年
度
か
ら
群
馬
県
み
な
か
み
町
の
参
与
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
町
の
地
方
創
生
に
関
す
る
取
組
な
ど
に
関
わ
っ

て
い
る
。
派
遣
さ
れ
た
者
の
中
に
は
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
い
う
職
名
で
首
長
を
直
接
補
佐
し
、
地
方
創
生
の
取
組
を
進
め
た

ケ
ー
ス
も
あ
る
。

特
に
人
口
規
模
の
小
さ
な
地
方
の
町
村
で
は
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。
人
口
減
少
と
と
も
に
高
齢
化
の
進
展
も
早
く
、
い
わ
ゆ
る

働
き
盛
り
の
不
足
は
様
々
な
分
野
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
消
防
団
の
存
続
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
地
域
も
少
な
く
な
い
。
一
方
で
、
行

政
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
、
複
雑
化
に
伴
い
、
専
門
性
を
有
す
る
人
材
の
確
保
も
急
務
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
税
収
減
な
ど
に
よ
る
財

政
状
況
の
悪
化
に
よ
っ
て
、
行
政
の
効
率
化
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
創
生
の
取
組
を
進
め
る
に
し
て
も
、
地
元
の
知

恵
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
。
外
部
人
材
の
有
効
活
用
を
担
保
で
き
る
制
度
設
計
が
中
長
期
的
に
必
須
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
憲
法
改
正
を
前
提
と
し
て
、
議
会
─
支
配
人
制
の
導
入
に
向
け
た
準
備
を
行
う
こ
と
は
、
人
口
減

少
社
会
に
お
け
る
持
続
可
能
な
地
域
経
営
の
た
め
に
も
有
意
義
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
基
本
的
に
は
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
導
入
さ
れ

て
い
る
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
を
基
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ー
フ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
制
度
な
ど
も
参
照
し
つ
つ
、
日
本
の
地
方

公
共
団
体
に
相
応
し
い
制
度
設
計
を
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
以
下
に
一
試
案
を
提
示
す
る
。

①　

議
会
の
構
成
等

議
員
の
身
分
は
非
常
勤
と
し
、
数
は
三
人
、
五
人
、
七
人
と
す
る
（
奇
数
と
す
る
）。
毎
年
、
交
代
で
議
長
を
選
任
し
、
議
長
は

首
長
の
役
目
も
兼
ね
る
。
原
則
と
し
て
委
員
会
制
は
採
用
せ
ず
、
本
会
議
の
み
の
開
催
と
す
る
。
採
決
に
は
議
長
は
加
わ
ら
な
い
が
、

可
否
同
数
の
場
合
は
決
す
る
。
本
会
議
は
月
二
回
程
度
を
原
則
と
し
、
予
算
審
議
及
び
決
算
審
査
に
関
し
て
は
四
日
程
度
を
費
や
す

も
の
と
す
る
。

②　

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て

行
政
執
行
の
責
任
者
と
し
て
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
置
く
。
必
要
に
応
じ
て
副
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
置
く
こ
と
が
出

来
る
こ
と
と
す
る
。
採
用
に
関
し
て
は
公
募
を
原
則
と
し
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
職
員
も
応
募
す
る
こ
と
は
可
能
と
す
る
。
書
類

選
考
と
面
接
を
行
い
、
面
接
に
つ
い
て
は
議
員
以
外
に
必
ず
外
部
の
有
識
者
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
任
期
は
四
年
と
し
、
再
任
も

可
能
と
す
る
。
報
酬
は
年
俸
制
と
し
、
二
年
毎
に
評
価
を
行
い
、
業
績
給
の
支
給
も
可
能
と
す
る
。
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③　

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
役
割
に
つ
い
て

基
本
的
に
は
ア
メ
リ
カ
の
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
同
様
と
す
る
。
し
か
し
、
人
事
に
つ
い
て
の
権
限
に
つ
い
て
ま
で
シ

テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
委
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
は
職
員
の
抵
抗
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
権
限
を
有
し
な

い
こ
と
と
す
る
こ
と
も
一
考
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
一
般
職
員
の
採
用
に
関
し
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
人
事
委
員

会
に
人
事
に
関
す
る
権
限
を
委
ね
る
と
い
う
こ
と
も
一
案
で
あ
る
。
具
体
的
な
役
割
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

・
条
例
案
の
制
定
、
法
令
遵
守
の
徹
底
等
法
務
全
般
。

　

・
各
部
局
の
管
理
及
び
職
員
の
任
免
。

　

・
行
政
執
行
全
般
。

　

・
当
該
団
体
の
政
策
に
関
す
る
提
案
。

　

・
予
算
案
及
び
決
算
の
作
成
。

　

・
当
該
団
体
の
各
種
計
画
の
策
定
。

　

・
議
会
の
要
求
す
る
報
告
を
準
備
し
、
提
出
す
る
こ
と
。

等
㈢　

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
導
入
に
向
け
た
課
題

仮
に
憲
法
が
改
正
さ
れ
、
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
の
導
入
が
可
能
と
な
っ
て
も
課
題
は
少
な
く
な
い
。
特
に
小
規
模
町
村

が
置
か
れ
た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
更
に
検
討
す
べ
き
事
項
は
多
い
。

ま
ず
、
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
の
導
入
を
ど
の
よ
う
に
決
め
る
か
で
あ
る
。
公
選
首
長
制
が
導
入
さ
れ
て
七
〇
年
が
経
過
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し
、
制
度
が
国
民
に
定
着
し
て
い
る
と
み
る
向
き
も
少
な
く
な
い
。
仮
に
一
定
の
人
口
以
下
の
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
公
選
首

長
制
で
は
な
く
、
議
会
─
支
配
人
制
と
す
る
と
一
律
に
定
め
た
場
合
、
反
発
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
自
治
組
織
権
の
弾
力
化
と
い

う
観
点
か
ら
は
、
画
一
的
な
導
入
で
は
な
く
、
各
団
体
の
判
断
で
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
例
で
は
、
地
方
公

共
団
体
が
定
め
る
自
治
憲
章
に
よ
っ
て
、
組
織
の
形
態
や
行
使
で
き
る
権
限
を
定
め
て
い
る
。
我
が
国
で
は
、
直
ち
に
自
治
憲
章
を

定
め
る
と
い
う
の
は
特
に
小
規
模
団
体
に
と
っ
て
は
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
法
律
で
議
会
─
支
配
人
制
の
形
を

定
め
、
議
会
の
議
決
、
例
え
ば
特
別
多
数
決
に
よ
っ
て
導
入
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
現
実
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
も
現

職
の
首
長
の
抵
抗
は
容
易
に
想
像
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
行
政
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
が
国
で
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
の
導
入
が
一
部
か
ら
求
め
ら

れ
て
い
る
背
景
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。
外
部
か
ら
登
用
さ
れ
る
行
政
の
専
門
家
で
あ
る
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
行
政
の
執

行
を
委
ね
、
効
率
的
な
行
政
を
進
め
る
た
め
に
は
、
従
来
通
り
の
仕
事
の
進
め
方
を
改
め
る
必
要
が
出
て
く
る
。
後
述
す
る
よ
う
に

公
務
員
法
制
の
見
直
し
も
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
す
べ
て
の
地
方
公
共
団
体
が
シ
ビ
ル
ミ
ニ
マ
ム
の
確
保
の
責
務
を
負
う
、
い
わ

ゆ
る
フ
ル
セ
ッ
ト
の
自
治
体
行
政
か
ら
の
転
換
が
小
規
模
町
村
で
は
不
可
避
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
都
道
府
県
に
よ
る
垂
直
補
完
や

周
辺
市
町
村
に
よ
る
水
平
補
完
が
よ
り
柔
軟
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
と
な
る
。
夕
張
市
や
ア
メ
リ
カ

デ
ト
ロ
イ
ト
市
の
よ
う
な
財
政
破
た
ん
を
避
け
る
た
め
に
も
外
部
人
材
を
有
効
に
活
用
し
た
行
政
の
効
率
化
は
不
可
避
の
も
の
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
に
、
人
材
の
確
保
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。
果
た
し
て
小
規
模
町
村
で
行
政
の
専
門
家
と
し
て
の
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

が
確
保
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
人
材
市
場
が
一
応
確
保
さ
れ
て
い
る
国

（
6
）
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で
も
、
民
間
企
業
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
部
門
と
の
競
合
、
特
に
報
酬
等
の
処
遇
面
で
有
為
な
人
材
が
集
ま
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
と

の
指
摘
も
あ
る
。
労
働
市
場
の
流
動
性
が
高
ま
ら
な
い
と
制
度
を
導
入
し
て
も
地
方
公
共
団
体
の
側
が
躊
躇
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
一
方
、
内
閣
府
が
創
設
し
た
地
方
創
生
人
材
支
援
制
度
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
我
が
国
に
お
け
る
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
卵

と
も
い
う
べ
き
人
材
が
民
間
か
ら
も
育
ち
つ
つ
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
も
少
な
か
ら
ず
の
市
町
村
で
、
国
家
公
務
員
や
都
道

府
県
職
員
な
ど
を
副
市
町
村
長
な
ど
と
し
て
受
け
入
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
肯
定
的
に
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。
官
民
問
わ
ず
、
有

為
な
人
材
を
小
規
模
町
村
の
地
域
経
営
の
要
と
し
て
輩
出
し
、
地
方
創
生
の
取
組
を
実
の
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
も
シ
テ
ィ
・
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
導
入
の
大
き
な
意
義
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
地
方
創
生
人
材
支
援
制
度
で
派
遣
さ
れ
た
有
志
で
、
一
般
社
団
法

人
日
本
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
協
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
時
間
は
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
協
会
が
日
本
版
のICM

A

の

よ
う
な
存
在
に
な
る
こ
と
で
、
民
間
な
ど
で
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
た
人
材
の
確
保
が
円
滑
に
進
む
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
人
材
の
確
保
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
考
え
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。
人
口
減
少
が
更
に
進
め

ば
、
職
員
、
そ
れ
も
専
門
性
を
有
す
る
者
の
確
保
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
困
難
に
な
る
。
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
い
く
ら
民
間
に
委
ね
て
も
、

監
督
す
る
業
務
な
ど
は
な
く
な
ら
な
い
。
民
間
の
景
気
動
向
に
も
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
昨
今
、
土
木
建
築
技
術
者
の
採
用

は
地
方
で
は
特
に
困
難
を
極
め
て
い
る
。
都
道
府
県
や
周
辺
市
町
村
と
職
員
を
共
有
し
や
す
い
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
や
地
方
公

務
員
の
兼
業
の
緩
和
、
あ
る
い
は
弾
力
的
な
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
取
組
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
公
務
員
法
制
が
今
後
必
要
と

な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
利
益
相
反
に
関
す
る
ル
ー
ル
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
明
確
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

（
7
）
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第
四
に
、
議
会
─
支
配
人
制
の
デ
メ
リ
ッ
ト
と
さ
れ
て
い
る
チ
ェ
ッ
ク
ア
ン
ド
バ
ラ
ン
ス
の
欠
如
に
関
す
る
課
題
が
あ
る
。
二
元

代
表
制
を
導
入
す
る
意
義
は
、
権
限
が
集
中
し
が
ち
な
公
選
首
長
に
対
し
て
議
会
が
牽
制
す
る
こ
と
で
民
主
的
な
地
域
経
営
を
担
保

す
る
こ
と
に
あ
る
。
議
員
が
地
方
公
共
団
体
の
代
表
と
な
り
、
議
員
に
選
任
さ
れ
る
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
実
質
的
な
行
政
責

任
者
と
な
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
形
の
上
で
は
相
互
牽
制
は
働
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
現
実
の
小
規
模
町
村
の
中
で
、

ど
れ
だ
け
議
会
に
よ
る
牽
制
機
能
が
果
た
さ
れ
て
い
る
か
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
二
元
代
表
制
で
あ
れ
、
議
会
─
支

配
人
制
で
あ
れ
、
小
規
模
町
村
こ
そ
、
外
部
監
査
の
よ
う
な
地
方
公
共
団
体
の
外
か
ら
の
チ
ェ
ッ
ク
を
担
保
す
る
仕
組
み
が
必
要
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈣　

残
さ
れ
た
こ
の
ほ
か
の
課
題

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
を
導
入
す
る
と
い
う
議
会
─
支
配
人
型
の
組
織
形
態
は
、
憲
法
改
正
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の

実
現
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
憲
法
改
正
を
伴
わ
な
く
て
も
、
法
改
正
で
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
地
方
議
員
の
兼
職
と
副
知
事
・
副
市
町
村
長
の
公
選
制
に
つ
い
て
、
そ
の
可
能
性
と
課
題
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

地
方
議
員
と
地
方
公
務
員
の
兼
職
に
つ
い
て
は
、
第
二
八
次
、
第
二
九
次
の
地
方
制
度
調
査
会
で
も
議
論
の
俎
上
に
上
が
っ
て
い

る
。
人
材
の
確
保
の
観
点
か
ら
は
、
勤
務
す
る
団
体
以
外
の
地
方
議
員
へ
の
兼
職
禁
止
の
緩
和
を
求
め
る
声
が
あ
る
中
で
、
政
治
的

中
立
性
や
職
務
専
念
義
務
等
と
の
関
係
か
ら
課
題
も
少
な
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
世
界
的
に
み
る
と
我
が
国
に
お
け
る
地
方
公
務

員
の
兼
職
禁
止
は
厳
格
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
選
挙
に
立
候
補
の
時
点
で
は
な
く
、
せ
め
て
当
選
の
時
点
で
辞
職
な
い
し
休
職

を
選
択
で
き
る
よ
う
な
制
度
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
議
員
間
の
兼
職
に
関
し
て
も
同
様
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
前
は
わ
が
国
で
も
国
会
議
員
と
地
方
議
員
を
兼
ね
る
こ
と

シティ・マネージャー制度導入に関する一考察

389



は
可
能
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
は
地
方
議
員
同
士
、
ま
た
、
国
会
議
員
と
地
方
議
員
の
兼
職
は
可
能
で
あ
る
。
特

に
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
中
央
集
権
が
強
か
っ
た
国
と
地
方
の
関
係
の
中
で
、
地
方
の
声
を
国
政
に
届
け
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
べ

く
、
多
く
の
議
員
が
兼
務
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
シ
ラ
ク
氏
が
国
会
議
員
と
し
て
首
相
を
務
め
る
中
で

パ
リ
市
長
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
会
議
員
と
地
方
議
員
、
さ
ら
に
は
首
長
と
兼
務
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
べ
き
と
い
う

こ
と
を
主
張
す
る
い
わ
ゆ
る
改
革
派
首
長
も
い
る
。

こ
れ
も
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
オ
ラ
ン
ド
政
権
時
に
成
立
し
た
法
律
に
よ
っ
て
、
国
会
議
員
と
市
長
等

地
方
の
中
で
要
職
と
位
置
付
け
ら
れ
る
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
の
兼
職
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
公
務
の
多
忙
さ
や
時
に
利
益
相

反
と
な
り
得
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
我
が
国
で
導
入
す
る
た
め
に
は
課
題
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
小
規
模
町
村
な
ど
に
お

い
て
、
都
道
府
県
議
会
議
員
と
町
村
議
会
議
員
を
兼
ね
る
こ
と
を
認
め
る
ほ
う
が
現
実
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

議
員
の
兼
職
に
比
べ
る
と
あ
ま
り
注
目
を
集
め
て
い
な
い
の
が
副
知
事
な
い
し
副
市
町
村
長
の
公
選
制
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ

カ
の
州
の
多
く
が
副
知
事
も
公
選
制
と
し
て
い
る
こ
と
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
時
点
で
は
二
五
州
で
知
事
と
副
知
事
を
一

組
と
し
て
選
挙
を
行
い
、
一
八
州
で
は
別
々
に
、
ま
た
、
二
州
で
は
州
の
上
院
議
員
か
ら
選
ぶ
こ
と
と
し
て
い
て
、
五
州
で
は
副
知

事
の
ポ
ス
ト
が
な
い
。
一
方
、
日
本
国
憲
法
第
九
三
条
第
二
項
で
は
、
長
、
議
員
の
ほ
か
、「
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
吏
員
」
も

住
民
が
直
接
選
挙
で
選
べ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
副
知
事
、
副
市
町
村
長
を
法
律
で
定
め
れ
ば
公
選
も
可
能
と
な
る
。

政
治
的
安
定
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
二
五
州
で
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
長
と
副
を
一
組
と
し
て
選
ぶ
こ
と
が
妥
当
だ
ろ

う
。
別
々
に
選
ぶ
一
八
州
の
場
合
、
知
事
が
共
和
党
、
副
知
事
が
民
主
党
と
な
り
対
立
の
火
種
と
な
る
ケ
ー
ス
も
間
々
み
ら
れ
る
。

長
が
欠
け
た
場
合
に
は
ア
メ
リ
カ
同
様
、
副
が
そ
の
職
を
継
ぐ
と
定
め
れ
ば
、
東
京
都
の
よ
う
に
五
年
間
の
間
に
四
度
も
都
知
事
選

（
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挙
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
公
選
副
知
事
な
い
し
副
市
町
村
長
の
制
度
に
つ
い
て
も
当
該
地
方
公
共
団
体
が
選

択
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
選
挙
で
選
ぶ
人
数
も
一
人
に
限
定
し
て
、
選
挙
で
選
ば
な
い
副
知
事
な
い
し
副
市
町
村
長
も
選
任
が
可
能

と
す
る
こ
と
が
現
実
的
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

お
わ
り
に

人
口
減
少
と
高
齢
化
の
急
激
な
進
展
は
地
域
社
会
に
想
定
外
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
。
私
が
参
与
を
務
め
て
い
る
み
な
か

み
町
で
も
人
口
は
ピ
ー
ク
時
の
半
分
強
に
ま
で
減
少
し
、
基
幹
産
業
で
あ
る
観
光
分
野
で
は
人
手
不
足
が
特
に
深
刻
で
、
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
の
推
進
に
支
障
を
き
た
し
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
。
行
政
改
革
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
職
員
数
も
大
幅
に
減
少
し

て
い
る
。
地
方
創
生
の
取
組
も
正
念
場
を
迎
え
て
い
る
。

地
方
公
共
団
体
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
が
、
内
部
人
材
だ
け
で
変
化
の
激
し
い
社
会
に
対
応
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
。
特
に
小
規

模
な
町
村
で
は
外
部
人
材
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
面
が
増
え
て
い
る
。
次
の
十
年
を
見
据
え
て
、
小
規
模
団
体
の
持
続
可
能
な
行

政
運
営
を
後
押
し
す
る
た
め
に
も
、
憲
法
第
八
章
に
つ
い
て
も
多
面
的
な
見
地
か
ら
見
直
し
の
議
論
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し

た
い
。

（
1
）　

本
稿
は
、
国
際
基
督
教
大
学
博
士
論
文
「
助
役
に
関
す
る
研
究
：
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
チ
ー
フ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
と
の
比
較
に
お
い
て
」

（
二
〇
〇
五
年
三
月
）
を
基
に
し
て
い
る
。
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（
2
）　

田
村
秀
『
自
治
体
ナ
ン
バ
ー
2
の
役
割　

日
米
英
の
比
較
か
ら
』（
第
一
法
規
、
二
〇
〇
六
年
）
一
二
頁
。

（
3
）　

原
則
と
し
て
人
口
五
万
以
下
で
あ
る
。

（
4
）　

非
常
勤
特
別
職
で
あ
る
。

（
5
）　 
内
閣
府
地
方
創
生
人
材
支
援
制
度
派
遣
者
編
集
チ
ー
ム
編
『
未
来
に
つ
な
げ
る
地
方
創
生　

23
の
小
さ
な
自
治
体
の
戦
略
づ
く
り
か
ら
学
ぶ
』（
日

経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
六
年
）
一
五
三
頁
。

（
6
）　 

デ
ト
ロ
イ
ト
市
や
夕
張
市
の
財
政
破
綻
か
ら
の
教
訓
に
つ
い
て
は
、
犬
丸
淳
『
自
治
体
破
綻
の
財
政
学
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
）

に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　

一
種
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
も
言
え
な
く
も
な
い
。

（
8
）　

市
長
と
い
っ
て
も
公
選
首
長
制
で
は
な
く
、
市
議
会
議
員
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
9
）　

田
村
秀
『
暴
走
す
る
地
方
自
治
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
一
六
〇
頁
。

（
10
）　

田
村
秀
『
改
革
派
首
長
は
な
に
を
改
革
し
た
の
か
』（
亜
紀
書
房
、
二
〇
一
四
年
）
七
八
頁
。

（
新
潟
大
学
法
学
部
教
授　
　
＊
二
〇
一
八
年
四
月
か
ら
長
野
県
立
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部
教
授
）
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